
法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ

平成 27年 10月 2日 に所得税法施行規貝」等の改正が行われ、行政手

続における特定の個人を識局」するための番号の利用等に関する法律 (以

下「番号法」としヽしヽます。)施行後の平成 28年 1月以降も、給与などの

支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番暑の記載は行わな

しヽこととされました (個人番暑が記載不要となる税務関係書類は、以下

のものです。)。

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番暑の記載が必要で

すので往l注意ください。

(参者)

改正前は、支払を受ける力に対 して交付する源泉徴収票などにつしヽて、本人等の1□

人番号を記載 して交付 しなければならないこととされてしヽました。

※ 個人情報の保護に関する法律第 25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として
源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の1国人番号を記載して開示することが司能です。

※ 電子申告 ,納税等開始 (変更等)届出書につしヽても1国人番号の記朝は不要です。

・給与所得の源泉徴収票

・退職所得の源泉徴収票

・公的年金等の源泉徴収票

・配当等とみなす金額に関する支払通矢□書

・オープン型証券投資信託収益の合配の支払通知書

・上場株式配当等の支払に関する通矢□書

・特定□座年間取ヨ1報告書

・未成年者□座年間取ヨ1報告書

・特定書」ヨ1債の償還金の支払通知書
※ 未成年者□座年間取ヨ1報告書及び特定書」31債の償還金の支払通知書は、平成 28年 1月

施行予定
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改正についてのQ&A

なぜ従業員に交付する源泉徴収票に1国 人番暑を記

載しなしヽこととされたのですか。

本人交付が義務付けられてしヽる源泉徴収票などに

1国人番号を記朝することにより、その交付の際に個人

情報の漏えしヽ又は減失等の防止のための措置を講す

る必要が生じ、従来よりもコストを要することになる

ことや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まる

としヽつた声に配慮して行われたものです。

問2 改正によって、従業員に周矢□すべき事項はありますか。

答2 従業員に交付する源泉徴収票に個人番号が言己朝されなしヽため、番

号法施行後におしヽても、従来と取扱しヽは変わらなしヽことを御説明く

ださしヽ。

画3 税務署提出用の源泉徴収票や支払調書などにも個人番号を記載し

なしヽこととなるのですか。

答3 今回の改正はt支払を受ける方に交付する源泉徴収

票や支払通矢□書などにつしヽて、イ国人番号の記朝を要し

なしヽこととなるものであり、税務署提出用には支払を

受ける方の個人番号を記載して税務署に提出してしヽ

ただく必要があります。

なお、支払を受ける力から個人番号の提供を受ける

場合には、番暑法等に定める本人確認を行ってしヽただ

く必要があります。

税務職員を装った者からの年金・マイナンバー制度アンケート等と称する

不醤な電話や「振り込め詐欺」などにご注意くださしヽ。税務職員が年金・マ

イナンバー制度アンケート等と称して電話することはありません。
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